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令和７年度 宮城県周産期医療協議会 会議録（要旨） 

 

１ 開催日時 令和７年１０月２３日（木） 午後４時から午後５時２５分まで 

２ 場  所 県庁１１階 第二会議室 

３ 出 席 者 別添名簿のとおり 

４ 会議記録 

 

 ■議事（１）会長及び副会長の選任について 

   

 【事務局】 

 （自薦・他薦なし） 

  東北大学大学院医学系研究科 産科学胎児病態学分野・周産期医学分野 教授の齋藤 

昌利 委員を会長に、仙台赤十字病院 産婦人科主任部長の鈴木久也 委員に副会長をお引

き受けいただけないかと考えております。 

  （意義なし） 

齋藤委員に会長、そして、鈴木委員に副会長をお願いしたいと思います。 

 

■議事（２）第８次宮城県地域医療計画（周産期医療）の進捗管理について 

 

【齋藤会長】 

次第３の議事（２）「第８次宮城県地域医療計画（周産期医療）の進捗管理について」に

ついて、事務局から説明願います。 

 

【事務局】 

（資料１に基づき説明） 

 

【齋藤会長】 

ただ今の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 

【齋藤会長】 

１２ページの宮城県の取組に対する他都道府県の状況について、前回はこのようなデー

タは掲載されていなかったかと思いますが、今回の資料からは、特に周産期医療に関して宮

城県が非常に力を入れて取り組んでいる様子がよく伝わってきます。今後も是非このよう

な形で継続していただき、取り組みの「見える化」を進めていくことは非常に有意義だと感

じています。 

合計特殊出生率などの数値で評価されがちな中で、県の具体的な取り組み内容や、周産期
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医療に携わる現場の思いを可視化することは、重要なアピールにもなると思います。ぜひ今

後もこうした情報発信を続けていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

また、分娩件数の減少は避けがたい状況であり、現在では１０％程度の大幅な減少が確認

されています。これは宮城県に限ったことではなく、全国的に同様の傾向が見られます。特

に東北地方では、減少の傾きが大きく、顕著な下落が続いているのが現状です。 

 

■報告事項 （１）令和７年度宮城県周産期医療機能調査の結果について  

 

【事務局】 

（資料２に基づき説明） 

 

【齋藤会長】 

ただ今の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 

【大平委員】 

 「産科区域特定」という用語はあまり馴染みがありませんが、助産師領域では比較的よく

知られている概念です。しかしながら、その本来の目的や運用方法について、現場の理解が

十分に浸透していない状況が見受けられます。実際には産科区域特定を実施していないに

もかかわらず「実施している」と回答している施設もあり、調査結果と現場の実態に乖離が

あることが明らかになりました。また、分娩介助中の対応についても、第１期の中断が日常

的に起きているにもかかわらず、第２期の中断と混同されているケースがあるなど、理解の

不一致が見られました。 

産科区域特定の目的は、産科患者がいる場合に助産師が専従で対応し、他の患者を受け

持たずに分娩やケアに集中できる環境を整備することにあります。この点についての認識

が現場で十分に共有されていないことが、今回の調査および施設への聞き取りを通じて浮

き彫りとなりました。今後は、こうした認識の統一を図る必要があり、看護協会との連携

を視野に入れて取り組んでいきたいと考えています。 

 

【齋藤会長】 

 これまでの周産期医療協議会では、主に産科や新生児科、またそれに関連する医療の実態

が中心的な議題であり、産科および新生児科の医療の傾向や今後の方向性は、この協議会を

通じて明確になってきたと感じています。ただし、今回の調査を通じて、医師だけでなく、

医療スタッフや助産師、看護師を含めた現場の実態が可視化されたことは、非常に大きな意

義があると感じています。我々医療現場で働く人間からすると、医師だけで医療を提供して

いるわけではございませんので、医療スタッフ全体の実態が見えることには非常に大きな

意味があります。 
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また、回答率についても、全体で８８％、分娩施設に関しては１００％という非常に高い

数値となっており、関心の高さがうかがえる結果となりました。今回の調査が、今後の取り

組みの足がかりとなることを期待しています。ご協力いただいた施設の皆さまには、大変な

ご負担があったかと思いますが、非常に有意義なデータが得られたと感じております。 

 

【渡邊委員】 

 妊婦の安心・安全という観点からは、産科単独の病棟を確保することが重要であると感じ

ている一方で、小児科診療を含め、病院運営の実態としては混合病棟でなければ成り立たな

いケースが増えていると認識しています。 

 この現状に対して、どのような介入を行い、単独病棟の整備を進めていくのかという点に

ついて、補助金などの財政的支援が必要になるのでしょうか。 

 

【齋藤会長】 

県の方がより詳しくご存知かとは思いますが、私個人の考えとしては、今回のようなデー

タが可視化されることによって、それに関連する助産師の人数や離職状況などの情報も明

らかになってくるのではないかと考えております。そうした情報が見えてくることで、離職

を防ぐための具体的な対策が立てやすくなるのではないかと思います。また、どのような 

特性を持つ病院や病棟が、新卒の助産師を多く受け入れられるのかといった点についても、

傾向が見えてくる可能性があると感じております。 

こうしたデータに付随する情報が明らかになることで、支援が必要な地域や、手薄になっ

ている部分に対して重点的なサポートを行うといった議論に発展していくのではないかと

考えております。 

そういった意味でも、今回このようなデータが初めて公表されたことは非常に大きな一

歩であり、今後も継続的にデータを収集・分析していくことで、さらに多くの課題や可能性

が見えてくるのではないかと期待しております。 

 

【渡邊委員】 

せっかく入職してくださった助産師の方が、例えば外科の患者を担当するような状況に

なると、やはりモチベーションの低下につながる可能性があるのでしょうか。 

 

【大平委員】 

現在は混合病棟化がかなり進んでおり、産科以外の診療に専念する状況が続き、結果とし

て産科の患者さんに携わる機会が減少している傾向が見られます。 

また、混合病棟では看護師の配置も比較的多く、看護師と助産師の業務分担についても課

題があります。例えば、「看護師が褥婦を担当し、産婦は助産師が担当する」といったすみ

分けを行っている病院もあるようです。こうした状況が続くと、助産師の離職や、開業への
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転向などにつながっていると伺っております。 

また、先ほど助成金の話も少し出ましたが、産科区域を特定する際のゾーニングに関して、

パーテーションの購入などに活用できる助成金が国の制度としてあったかと思います。 

 

【事務局】 

今年度から新設された制度ですが、意向調査を実施した結果、現時点では活用の意向は確

認されておりません。 

 

【大平委員】 

 国の助成制度も活用しながら、ゾーニングを適切に行うことで、他科の高齢患者が授乳中

のお母さんの部屋に誤って入ってしまうような事態を防げると良いと考えております。 

 

■報告事項 （２）無痛分娩に関する医療機関調査の結果について 

 

【事務局】 

（資料３に基づき説明） 

 

【齋藤会長】 

ただ今の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 

【鈴木副会長】 

 当院ではまだ導入しておりませんが、時期やタイミングを計りながら検討しているとこ

ろです。先日東京の日本赤十字医療センターの先生と少しお話する機会があり、無痛分娩に

ついて情報交換を行いました。東京都では今年１０月から、無痛分娩に対して１０万円の補

助が開始されたとのことですが、少し慎重になっている様子も伺えました。 

年間で何百件もの無痛分娩を実施している施設が、どのような体制やシステムで運用し

ているのかについては、非常に興味深く感じております。 

 

【武山委員】 

 事務局に確認ですが、無痛分娩を実施するタイミングについて、例えば計画的に入院日を

設定して無痛分娩を行っているのか、それとも２４時間体制で、夜間でも陣痛や破水の段階

で対応しているのか、といった運用状況のデータはお持ちでしょうか。 

 

【事務局】 

 今年度は、そこまでの詳細な調査は実施しておりません。 
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【齋藤会長】 

 武山委員からご指摘があったように、現時点では全国的に統一された基準はなく、県内に

おいても各施設がそれぞれの基準で運用している状況かと思われます。 

先ほど武山委員からもお話がありましたが、オンデマンド型で無痛分娩を実施した場合

に、どの程度の件数が対応可能なのかといった点が関連づけられると、非常に有意義ではな

いかと感じました。例えば、「オンデマンド型で対応している施設では、年間でこれだけの

無痛分娩を実施しています」といった形で、紐づけられたデータが示されると、より実態が

把握しやすくなるのではないかと思います。ご検討いただけますと幸いです。 

 

【黒澤委員】 

 少々生々しい話になるかもしれませんが、当院で無痛分娩の導入を検討する際には、病院

自体の説得に加え、麻酔科の先生、そして医師・看護師・助産師の理解と協力を得る必要が

あると考えております。 

今回、無痛分娩費用について調査していただきましたが、例えば病院にはその費用のうち

どの程度が入るのか、麻酔科の先生にはどのくらいのインセンティブがあるのか、また担当

した医師や助産師にはどの程度の報酬がつくのかといった情報が明らかになると、病院側

を説得しやすくなるのではないかと感じております。今後、そういった点について調査を行

う予定はございますか。 

 

【齋藤会長】 

 事務局としては、なかなか答えにくい部分かもしれません。インセンティブのような踏み

込んだ内容については、対応が難しいところでございます。黒澤委員も御存知かと思います

が、こうした料金設定を行う際には、近隣施設や同規模の施設の状況を調査し、それを参考

にして料金を決定していくという流れが一般的かと思われます。私個人としても、実際にど

のような割合で費用が配分されているのかについては、把握しておりません。 

無痛分娩が導入され始めた時代と比べて、現在は人件費を含め、関わる人員も増加してい

ます。また、今回の調査にもありましたように、運用にあたっては危機管理の重要性が増し

ており、その対応には多くの時間と労力が必要となってきております。今回の調査では、無

痛分娩の費用として１０万円から１５万円の範囲が最も多かったという結果が出ておりま

すが、今後、医療費の見直しや改定が徐々に進んでいくのではないかと考えております。 

また、先ほどのお話にも関連しますが、計画的な無痛分娩とオンデマンド型の無痛分娩で、

今後は料金体系が分かれていく可能性もあるかと思います。あくまで個人的な見解ではあ

りますが、もし何かご相談などございましたら、後日ご連絡いただければと思います。 
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【渡邊委員】 

 私からは、今後の調査における課題として申し上げたい点がございます。無痛分娩におい

て、「赤ちゃんが本当に安全に出生したか」という視点は非常に重要であると考えておりま

す。無痛分娩そのものを否定する意図はまったくありませんが、吸引分娩の増加につながる

可能性も十分に考えられるため、赤ちゃんの安全な出生に関する評価も、今後の検討項目と

して加えていただければと思います。 

また、麻酔科の先生にご参加いただくことで、安全性が高まるという印象を私たちも漠然

と持っております。ただ、麻酔科の先生にとっての無痛分娩とは、痛みが完全に除去される

ことが理想とされるのか、その点については少し不安を感じております。この場で議論すべ

き内容かは分かりませんが、個人的な感想として申し添えさせていただきます。 

 

【齋藤会長】 

 貴重なご意見・ご指摘をいただき、誠にありがとうございます。無痛分娩に関しては、  

新生児科の先生方がご指摘のとおり、出生後の新生児の状態が健全であるかどうかという

点は、非常に重要な課題であると認識しております。これまで、無痛分娩に関する大規模な

データは国内では十分に蓄積されておりませんでしたが、近年の無痛分娩の普及に伴い、国

内でも徐々に大規模なデータが集まりつつあります。おそらく今後数年以内には、無痛分娩

で出生した新生児の急性期の状態に関するデータが公表される見込みであるという話も耳

にしております。 

また、麻酔科の先生が考える「無痛」と、産科医師が考える「無痛」には、若干の認識の

違いがあるというご指摘も、まさにその通りだと感じております。麻酔科の先生方の中には、

「完全に痛みを取り除くこと」が無痛分娩の理想として根付いている傾向がある一方で、産

科医師としては、ある程度の痛みを伴う陣痛、すなわち有効な陣痛を得ながら分娩を進めた

いという考え方もあります。 

このような認識の違いについては、今後、関係者間でのすり合わせが必要であると考えて

おります。 

 

 

■報告事項 （３）未受診妊婦早期介入体制の構築について 

 

【事務局】 

（資料４に基づき説明） 

 

【齋藤会長】 

ただ今の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いします。 
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【鈴木委員】 

 これまで当院でも未受診妊婦の受け入れを行っておりましたが、現在は東北大学病院で

すべて引き受けていただける体制を整えていただいたことで、分娩まで非常にスムーズに

つなげることができていると感じております。心より感謝申し上げます。 

また、未受診妊婦の定義については、様々な考え方があるかと思いますが、資料における

未受診妊婦の定義について、教えていただけますでしょうか。 

また、定義は全国的に統一されているものでしょうか。 

 

【事務局】 

 妊娠２２週以降の妊婦について、妊婦健診の受診回数が２回未満の場合に「未受診妊婦」

として計上されます。 

 

【齋藤会長】 

 現時点で統一された定義はなく、明確な基準が存在しない状況です。 宮城県においてこ

の定義が用いられている背景としては、先進的に同様のデータ収集を行っていた大阪府の

事例を参考にし、妊婦健診２回未満という基準を採用したものと認識しております。 

 

【黒澤委員】 

 未受診妊婦への対応については、予防の観点から大きく二つに分かれると考えておりま

す。一つは、妊娠中に一度でも行政や医療機関を受診された方を、確実に支援の対象から漏

らさないようにすること。もう一つは、そもそも受診していない方を、いかにして支援の枠

に引き込むかという点です。特に後者の「受診していない方」へのアプローチについてです

が、資料の最後のページに相談窓口の案内が記載されております。ただ、現状ではホームペ

ージ上のみの情報提供となっているようで、私自身も検索してみましたが、他の媒体での展

開は確認できませんでした。現在、若年層の女性はＳＮＳを積極的に活用している傾向があ

るため、ＳＮＳ上でも相談窓口の情報を発信するなど、広報手段を拡充することも有効では

ないかと感じております。 

 

【齋藤会長】 

 貴重なご意見をありがとうございます。 

こちらは会長としてではなく、大学関係者としての立場から発言させていただきます。 

現在、大学の取り組みとして、未受診妊婦や飛び込み分娩の妊婦を受け入れた際に、アン

ケート調査を実施しております。具体的には、「行政や医療機関などの支援窓口の存在を認

知していたか」といった項目を設け、支援体制の認知度について把握を進めているところで

す。黒澤委員がおっしゃるように、支援窓口や受け皿が整備されていても、その存在が知ら

れていなければ、十分に機能しないという課題があります。現在、どのような情報発信の形
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が最も届きやすいのかを探るため、データ収集を進めている状況です。ＳＮＳが有効かどう

かは今後の検討課題ですが、どのタイミングで、どのような手段で介入・周知を行うかが、

次の重要な論点になると認識しております。 

これまで医療側は、受け入れる立場として対応してきましたが、今後は行政と連携するこ

とで、より効果的な周知方法の検討や、初期相談窓口の増設・創設などが次の課題になると

考えております。ここ１０年ほどのデータがようやく整い始め、現在はアンケートを通じて、

「性教育の有効性」や「相談窓口の認知度・必要性」などについても調査を進めている状況

です。 

 

【武山委員】 

 当院では、救急搬送により「急な腹痛の女性」として受け入れた結果、妊婦であったこと

が判明するケースが時折ございます。こうした方々は、妊娠していることを認識していなが

らも、それを隠して救急車を呼ぶ傾向があり、救急隊が事前に大学病院への搬送を依頼する

ような対応が難しい状況となっております。このように、妊娠を自覚していながらも周囲に

伝えられず、結果として救急搬送を選ばざるを得ない女性が、一定数存在しているという実

感を持っております。 

 

【齋藤会長】 

 本件につきましては、今後周産期救急搬送コーディネート事業などの枠組みの中で検討

されるべき事項であると考えております。 

武山委員がおっしゃったように、分娩を取り扱っていない医療機関の救急外来に妊婦が

飛び込んでくるという事例も実際に発生しており、こうしたケースを踏まえると、体制の見

直しが必要であると感じております。 

また、救急隊によるファーストタッチの段階で、どこまで状況判断や診断を行うべきかに

ついても、今後の課題として認識しており、現在少しずつではありますが、対応に向けた動

きが始まっているところです。非常に重要なご指摘をいただき、ありがとうございます。 

 

【大平委員】 

未受診妊婦を受け入れた後の対応についてご説明いたします。 

まずは、妊婦本人がどのような方であるかを把握するため、家庭環境や生活状況などにつ

いて丁寧に聞き取りを行います。そのうえで、当該地域の保健師と連携しながら、生活や就

労状況、家庭内の支援体制などを確認していきます。育児を継続する場合には、本当に育児

が可能な状況にあるのか、また支援者が誰で、どの程度の支援が見込めるのかといった点に

ついても、時間をかけて確認を行います。退院前にはカンファレンスを実施し、退院が適切

かどうかを検討したうえで、必要に応じて児童相談所と連携することもあります。また、育

児を希望しない場合には、特別養子縁組につなげる対応も行っております。ソーシャルワー
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カーについては、担当者が交代しながらも支援が途切れないよう体制を整えており、現在は

産科担当のソーシャルワーカーが１名増員され、１．５人体制で対応している状況です。 

非常に厳しい状況の中ではありますが、未受診妊婦の方々を地域に戻し、赤ちゃんが健や

かに育つよう、関係機関と連携しながら支援を行っているのが現状です。 以上、実情のご

報告とさせていただきます。 

 

【齋藤会長】 

 行政として、こうした状況にある妊婦が存在すること、そしてそのような妊婦に対して

様々な支援活動が行われていることが認識されたという点は、非常に大きな一歩であると

考えております。今後とも、引き続きご支援いただけますと幸いです。 

 

【埴田委員】 

 大平委員からもご発言がありましたが、医療スタッフが未受診妊婦を安全に地域へ戻す

ために、非常に多くの労力をかけているという実態が、世間的には十分に認識されておらず、

表に出てこないことは大きな課題であると感じております。 

未受診妊婦に限らず、家庭環境に課題を抱えている妊婦や、精神疾患を有する妊婦など、

支援が必要なケースに対しても、医療スタッフや行政の保健師が非常に苦労しながら対応

しているのが現状です。しかし、こうした実態は数字として可視化されにくく、結果として

十分な補助が得られていない状況にあります。今後、こうした支援の実態を把握するための

調査をぜひ進めていただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【齋藤会長】 

 数字として見えにくい部分があるのは事実です。定型的な経過をたどらないケースが多

いため、「何人に対して何時間関与したか」といった具体的な指標が取りづらく、活動の実

態が可視化されにくい状況にあります。 

また、そうした方々が医療機関に飛び込んできたことによって、我々がどの程度のリスク

を抱えていたのかについても、定量的に評価することは難しいと思われます。それでも、こ

うした現場の実情については、ぜひご評価いただき、県民の皆様にも広く知っていただくこ

とが重要であると考えております。 

 

 

■報告事項 （４）宮城県看護職員確保対策等検討会における検討状況について（助産師

確保・育成等） 

 

【事務局】 

（資料５に基づき説明） 
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【齋藤会長】 

ただ今の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いします。 

 

【大平委員】 

 現在、助産師数は増加傾向にあり、混合病棟化も進んでいることから、「助産師は余って

いるのではないか」という雰囲気が全国的に漂っているように感じます。しかしながら、ハ

イリスク症例が増加している現状を踏まえると、決して人員が足りているとは言えません。 

混合病棟においては、助産師が看護師資格も併せ持っていることから、病院側にとって非

常に柔軟に対応できる職種となっており、結果として生活基盤があると辞めづらい状況も

見受けられます。 

一方で、プレコンセプションケアや診療所・病院間の研修などは、助産師のモチベーショ

ン向上や実践能力の強化に大きく寄与する取り組みであると考えております。助産師とい

うと「お産に関わる職種」というイメージが強いかもしれませんが、女性の一生の健康に寄

り添い、伴走する存在として非常に重要な役割を担っています。病院内だけでなく、病院外

でも活躍できる領域や場が広がることで、助産師にとってのやりがいもさらに高まるので

はないかと感じております。 

 

【黒澤委員】 

 私は東北大学病院に約７年間勤務した後、５年間気仙沼で勤務する機会がありました。そ

の経験を通じて感じたのは、各病院から気仙沼に出向してきた助産師が、通常の分娩を数多

く経験できることで非常に満足しているという点です。周産期母子医療センターではロー

リスクの分娩に関わる機会が限られているため、気仙沼での経験は助産師にとって刺激と

なり、現場の戦力としても非常に有効であると感じました。これは、双方にとってメリット

のある、いわゆるウィンウィンの関係だと思います。 

助産師になった方々は、さまざまな施設での経験を積みたいという思いを持っているの

ではないかと感じています。例えば、医師が研修期間中に複数の施設を回るように、助産師

も東北大学病院（ハイリスク対応）、気仙沼（ローリスク対応）、３０週以降の妊婦を受け

入れている病院、プレコンセプションケアを実施している施設などを、３年程度のフェーズ

で巡回し、その後に長期的な雇用に移行するような仕組みがあっても良いのではないかと

考えています。 

また、本会議では助産師外来や院内助産についても議論されていますが、現場で働く助産

師の参加が少ないことに違和感を覚えております。現在は大平委員にご参加いただいてお

りますが、来年度以降は、助産師会から選出された方などにもご参加いただけると、より実

態に即した議論ができるのではないかと感じております。ご検討いただけますと幸いです。 
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【齋藤会長】 

 私個人としても、特に若手の助産師がさまざまなシチュエーションや病院を出向という

形で経験することには、大いに賛同しております。 

黒澤委員からもご指摘がありましたように、当初は大学病院から気仙沼への出向が「外れ

くじ」といった扱いを受けることもありましたが、現在では、希望していた分娩の経験を積

極的に重ねることができ、さらに指導的な立場での活動も可能となっており、「非常に良い

経験だった」と評価する声が多くなってきたと感じています。こうした仕組みをすぐに実現

するのは難しい面もあると認識しておりますが、宮城県看護職員確保対策等検討会の議論

には、助産師会の塩野先生や看護協会の佐藤先生など、関係団体の方々にもご参加いただい

ておりますので、ぜひこうした選択肢についてもご検討いただければ幸いです。 

また、私自身も今回の議題の中で、混合病棟か産科病棟かといった点を含め、助産師の視

点が非常に重要であると感じております。当協議会にもう１名、助産師の方にご参加いただ

けることで、より活発で実質的な議論が可能になるのではないかと考えておりますので、改

めてご相談させていただければと思っております。 

 

【谷川原委員】 

 分娩件数の減少に伴い、助産師の養成・育成が非常に困難になってきております。特に、

年間１０例の分娩介助が必要とされる要件を満たすことが難しくなっている状況です。 

また、県内への定着率、すなわち就職率についても課題があり、多くの助産師が関東方面

に流出している現状があります。この点について、県として今後どの程度助産師を養成する

必要があるのか、具体的な数字はお持ちでしょうか。 

 

【事務局】 

 ご指摘のとおり、県内への定着率については課題があると認識しており、先ほどの資料で

もその点を示させていただきました。 

現時点では、詳細な数値の把握には至っておりませんが、今後はこの点について、より正

確に調査・分析を進めてまいりたいと考えております。 

 

【齋藤委員】 

５ページにも記載がございますが、スズキ記念病院附属助産学校において定員数の減少

が見られており、これは非常に残念な状況であると受け止めております。助産学生の受け入

れを減らさざるを得ないという点については、現場との乖離を感じざるを得ず、断腸の思い

でございます。 

分娩件数は減少傾向にありますが、ハイリスク分娩の割合は増加しており、未受診妊婦を

含め、より多くの人的介入が求められる状況となっています。そのような中で、県内で助産

師の養成が十分に行われていないという現状には、やはり違和感を覚えます。医師の養成や
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支援ももちろん重要ですが、それと同等の規模感で、助産師の養成・支援にも力を入れてい

く必要があると感じております。特に地方においては、この問題の影響がより大きくなると

考えられます。そのため、関係団体や関係学会を交えて、助産師養成に関する検討をぜひ進

めていただきたいと思っております。協議会の冒頭で、県の周産期関連事業について紹介が

ありましたが、今後は助産師の育成や定着につながるような仕組みづくりも併せて検討い

ただければ幸いです。 

 

■ ５ その他 

 

【齋藤会長】 

「５ その他」として、皆様から何かありますでしょうか。 

 

【齋藤会長】 

他になければ以上で本日の進行を終了します。活発に議論いただきまして、ありがとう

ございました。 

 


